
【埼玉県建築工事監督要綱関係様式の改定の概要】 

本改定において様式の見え消しは提示しません。 

以下に改定の概要を記載します。 

 

【様式第１号】資材・製造所等選定報告書 

記載事項を簡素化、「参考」として主要な資材の県産品リストを追加記載 

【様式第２号】試験計画書 

記載事項を簡素化、詳細については添付資料による提出とし書式を指定しないことと

した。 

【様式第３号】工事現場連絡票 

様式の体裁を見直し、決裁欄の削除、工事報告書との連動を欄外に明記した。 

なお、決裁欄の削除及び工事報告書との連動の明示理由については以下のとおりです。 

 埼玉県建築工事監督要綱の改定において第３条、第７条及び第 12条に監督員の権限

及び課所長への報告に関する内容を明記し、第 12条に示す「工事現場連絡票」及び「工

事報告書」の用途を明確化したため。 

【様式第４号】工事進捗報告書 

記載内容の見直し及び添付資料による提出とし書式を指定しないこととした。 

複数工事を一度に報告する様式構成を、工事毎に単独で報告を行う構成とした。 

（理由）旧様式は、他の工事に関する報告書という点において適切でない。 

【その他の様式】 

その他の様式については様式の体裁修正のみため、本通知にて添付を行わない。建設管

理課ホームページ（埼玉県建築工事実務要覧 平成 29年版）に掲載する。 


